
審議会等の会議の公開に関する指針

平成１０年３月３０日策定   

                                                                  平成１２年１０月1日改正

                                                                  平成１４年４月1日改正

                                 平成１６年４月1日改正

１ 目 的

この指針は、審議会等の会議を公開することにより、県民に対しその審議状況を明らかにし、もって県政へ

の県民の参加をより一層推進し、県政に対する県民の理解を深めることを目的とする。

２ 対象とする審議会等

この指針の対象とする審議会等は、県民、学識経験者等で構成され、法令、条例又は要綱等の定めるところ

により、県の事務について審議、審査、調査等を行うために知事の下に設置された機関（以下「審議会等」と

いう。）とする。

３ 審議会等の会議の公開基準

  審議会等の会議は、原則として公開する。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しない

ことができる。

  イ 当該会議において、香川県情報公開条例（平成１２年条例第５４号）第７条各号に定める情報に該当す

ると認められる事項について審議等を行う場合

ロ 当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できなくな

ると認められる場合

４ 公開、非公開の決定

  審議会等の会議を公開するかどうかは、公開基準に基づき、当該審議会等が決定するものとする。

５ 公開の方法等

（１）審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該会議の傍聴を認めることにより行うものとす

る。

（２）審議会等は、公開した会議の会議資料及び会議録の公表に努めるものとする。

６ 会議開催の周知

  公開で行う会議開催の周知は、報道機関への資料提供、県民室及び県民センターでの情報提供等の方法によ

り行うものとする。

７ その他

（１）審議会等の概要に関する資料を作成し、県民室及び県民センターにおいて一般の閲覧に供するものとする。

（２）この指針の運用に当たって必要な事項は、別に定める。

８ 適用期日

  この指針は、平成１０年５月１日以降に開催される審議会等の会議に適用する。
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